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ンは厚く」
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セミナーの概要

➢第１ 退職税理士・職員による顧客引き抜き問題の特徴

➢第２ 原因分析と予防策

➢第３ 問題発生時の対応方法
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第１ 退職税理士・職員による顧客引き抜き
問題の特徴
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事務所を経営する税理士からの相談事例

➢
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私が経営する事務所では、Aという職員（税理士資格は保有していない）の能力と人

柄を信頼し、多数の顧問先の対応を任せていました。ところが、Aが当事務所を退職

し、より待遇が良い別の事務所に移籍してしまい、これに合わせて、いくつかの顧問

先が当事務所との契約を終了してAの移籍先事務所と契約を締結する事態が発生しま

した。どうやら、Aは従前から顧問先に対して契約の切り替えを打診していたようで

す。

顧問先を失った損害について、Aや移籍先事務所に対して賠償を求めることはできな

いでしょうか。また、他に何かできることはないでしょうか。
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事務所を退職した税理士からの相談事例

➢
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私は、B税理士が経営する事務所から独立して、自分の事務所を立ち上げました。担

当顧客から独立後も私に顧問をお願いしたいと言われた場合には、顧客が自らB税理

士との契約を円満に終了することを条件に顧問を引き受けていました。ところが最近、

B税理士から、私が顧客を引き抜いているとして損害賠償を要求する旨の連絡が届き

ました。

私は顧客の求めに応じて引き受けただけですし、契約の私への切り換えについてB税

理士も了解していると思っていました。それにもかかわらず損害賠償に応じなければ

ならないのでしょうか。
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経営に与えるインパクトは非常に大きい

➢退職者による顧客引き抜きの場面では、人材と顧客の同時流出が生

じることになる

◼税理士事務所の事業資源は【人材】であり、収入源は【顧客】から受け取る報

酬であるから、これらが同時に流出することは収益減少、競争力低下に直結す

る

➢人材と顧客の流出が拡大することもある

◼問題発生により信用、評判が低下すると歯止めがかからなくなる

◼顧客だけでなく人材の引き抜きが行われることもある
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リカバリーが難しい

➢流出した人材と顧客を取り戻すことは事実上不可能

➢悪評や低下した信用を回復するには時間がかかる

➢損害賠償請求等による金銭解決は、書面による請求→交渉→法的措

置という順序で進めることになるが、法的措置は立証のハードルが

高く、回収できる範囲も限定的【8,9頁参照】

➢よって、基本的には未然に防ぐことが非常に重要
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訴訟における立証のハードルが高い

➢勧誘行為の立証の困難

◼個人事業主である税理士が元従業員である税理士に対して在職中及び退職後に顧問先

を勧誘して引き抜いたとして損害賠償を求めた事案において「被告らが原告の顧問先

に対し、原告との顧問契約を解約して被告らと新たに契約を締結するよう積極的に働

き掛けた行為を認めるだけの証拠は存在しない」と判断した裁判例（大阪地判

H30.11.13）

➢損害額及び因果関係の立証の困難

◼損害額の中心となるのは顧客喪失による損失

◼損失額の根拠づけ及び因果関係を立証するのは容易ではない【9頁参照】

➢よって、訴訟はあくまでも最終手段
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金銭回収できる範囲が限られる

➢得られたはずの利益を失った分（逸失利益）

◼「原告らと顧問契約が５年ないしそれに近い期間継続した蓋然性があったとは到底認

め難い」として１年分の報酬金額の限度で因果関係がある損害額とした裁判例（仙台

地判R5.9.29）

➢積極損害（現実に支出することになった分）

◼弁護士費用など該当するものが極めて限定される

◼訴訟では支払った金額全部が認められる保証はない

➢信用棄損等による無形損害

◼訴訟では認められるとしても数十万円程度
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刑事事件化の可能性は低い

➢犯罪（業務上横領罪、背任罪等）が成立するのは、在職中に意図的

に資金を流出させたような極めて悪質な事例に限定される

◼通常の引き抜き問題だけで犯罪が成立することは無く、事務所に対する架空経

費の請求や顧客から受領した報酬の私的流用といった特別な事情が必要

➢外形上犯罪が成立すると思われる場合であっても、警察が捜査して

くれるとは限らない

◼基本的に警察は業務横領罪や背任罪の捜査に消極的

◼弁護士に依頼しても警察への働きかけが有利になるとは限らない
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第２ 原因分析と予防策
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引き抜き問題を許す“すき間”

➢所員（勤務税理士＆職員）が職務内容、環境、待遇に不満を持っている

◼ 退職者が残業代請求などと合わせて事務所を踏み台とすることに繋がりやすい

➢顧客対応に関して所員個人への依存度が高い

◼ 担当者の退職が顧客流出につながりやすい

➢ルールの設定が不十分

◼ 所員の規範意識が希薄で「これくらい大丈夫」と甘く考えがち

◼ 就業規則等の根拠をもって義務違反を指摘することが難しい

➢顧客管理が不十分

◼ 業務契約書において顧客の解約権が制限されていない

◼ 顧客情報が一元管理されていない
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引き抜き行為を阻止する法的根拠となるもの

➢就業規則（※）や誓約書等に基づく秘密保持義務や競業避止義務

◼ 秘密保持義務：自ら又は第三者のために業務上の秘密を利用してはならない義務

• 引き抜きは顧客情報を利用している点で秘密保持義務違反と言える

◼ 競業避止義務：自ら又は第三者のために競合する業務をしてはならない義務

• 退職後の競業禁止は職業選択の自由の制約になるので一定限度までしか認められない【後述】

※ 就業規則の作成及び届出義務があるのは「常時10人以上の労働者を使用する使用者」

➢法律上の地位に基づく誠実労働義務、職務専念義務、善管注意義務等
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雇用関係にある者
（雇用契約）

共同経営や業務委託の相手
（共同経営解約や業務委託契約）

税理士法人の社員税理士
（委任関係）

書面の根拠が必要 就業規則や誓約書等に基づく秘密保持義務や競業避止義務

法律上の義務
雇用契約に基づく
誠実労働義務、職務専念義務

各種契約に基づく
善管注意義務など

税理士法に基づく
善管注意義務
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予防策① 魅力ある職場の構築

➢退職者による顧客引き抜きリスクの背景には「現職場に対する不

満」や「独立・転職の方が魅力的に映る」といった心理がある

➢所員が長期的に働き続けたいと感じる魅力ある職場づくりこそが最

も本質的かつ持続的な予防策となる

◼キャリアパスの明確化

◼公正な評価制度と待遇改善

◼柔軟な働き方

◼チームワークと理念の共有

◼ハラスメントの撲滅
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予防策② 業務体制の強化

➢顧客が事務所ではなく担当者個人を頼っている状態は、引き抜きが

生じる温床

➢「誰が対応してもクオリティが保たれる」という安心感を顧客に提

供し、事務所全体への信頼を醸成することが重要

◼複数担当制やチーム制の導入

◼業務マニュアルの整備、ノウハウの共有

◼事務所としてのブランディング

◼顧客との接点づくり
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予防策③ 各種規定の整備

➢紛争予防と紛争解決のいずれにも、明文化されたルールが非常に有効

◼中心となるのは秘密保持義務と競業避止義務の明確化

◼退職後の競業禁止については、職業選択の自由と対立し厳しすぎると無効になる可能
性があることに注意

• 「退職後３年間は同種の業務をしない」旨の誓約条項について職業選択の自由を不当
に侵害するとして無効と判断した裁判例（大阪地判H30.11.13）

• ダイレクトに「引き抜きは許されない」と規定することでカバーすることが可能

◼違約金の設定も可能だがどこまで認められるかは定かでない

➢整備すべき主な規定

◼就業規則

◼入所時における誓約書

◼退所時における誓約書（または退職合意書）
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予防策④ 顧客管理の見直し

➢顧客との契約関係や情報管理の仕組みを見直し、「担当者個人」で

はなく「事務所」として顧客を掌握することが有効

➢業務契約書における解約条項の見直し

◼「解約には3か月以上の予告期間を要する」

◼「期間途中の解約には残存期間の報酬相当額の違約金が発生する」

➢システムによる顧客情報の一元管理

◼事務所全体で顧客リストを統一管理

◼業務のメモや対応内容を記録化
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第３ 問題発生時の対応方法
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問題発覚時の検討順序

➢引き抜きに関する証拠の収集と保全

◼ できる限り客観証拠（書面、テキスト、動画、音声など）を集める

◼ 証拠の成立経緯（いつ、どこで、誰が、どのように）も抑えておく

➢相手方を抑止する根拠の確認

◼ 就業規則や誓約書の有無とその内容

➢顧客側を抑止できるかどうかの確認

◼ 業務契約書に基づいて契約終了を拒否できるか・すべきか

➢目指すべき着地点から対応手段を逆算する

◼ 引き抜きが止めば良しとするか、それ以上のことまで求めるか

◼ 損害賠償を請求する場合は回収目標額をいくらとするか
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在職中の引き抜き行為への対応

➢ポイント

◼在職者に対しては雇用契約自体が引き抜き行為を止めさせる法的根拠となり得る

◼在職者の行為については比較的証拠を集めやすい

◼警告しても引き抜きを止めない場合は懲戒解雇もあり得る
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X税理士事務所（税理法人ではない）において長年勤務していた勤務税理士／職

員が退職することになった。ところが、顧客からの情報提供とメールの調査によ

り、この者が退職を見越して顧客を勧誘して引抜きにかかっていることが明らか

となった。X税理士事務所としてはどのような対応をとることができるか。
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在職中の引き抜き行為への対応 出発点となる警告

➢まずは本人に対して直接警告して引き抜きを止めるよう促す

◼引き抜きが成功しているかどうかは関係なく雇用契約に基づく義務に反する

◼日常的なコミュニケーションが可能な状態であれば、口頭で警告を与えた上で、

その日時、方法、場所等を記録として控えておく

◼有給消化中等で口頭での警告が困難な場合は、メールや所内連絡で警告する

◼退職時誓約書の提出を求める
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在職中の引き抜き行為への対応 警告に従わない場合

➢文書により「警告書」を発する

◼ 経緯や根拠についてはできるかぎり詳細に記載する

◼ 法的措置の意向があることを示して圧力を加える

➢退職時誓約書は無理に取り付けなくてもよい

◼ 「警告を与えた」「誓約書の提出を拒絶された」という事実をもって戦う

➢退職予定日を待たずに懲戒解雇できるか

◼ 就業規則における懲戒解雇の規定が適用できる場合には解雇可能

◼ ただし、労務紛争に繋がる恐れがあるので実際に懲戒解雇するかどうかは慎重に考えるべき

➢引き抜きにより顧客が流出した場合に損害賠償請求できるか

◼ 訴訟もあり得ることを交渉材料にして訴訟外で解決を図ることを基本戦略とする【25頁参照】
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退職後の引き抜き行為への対応

➢ポイント

◼退職者の行為は雇用契約では抑止することができない

◼在職中の場合と比較すると証拠収集が困難であることが多い

◼警告＋損害賠償請求
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X税理士事務所（税理法人ではない）を退職した元勤務税理士／職員が、最近、

自分が担当していた顧客を勧誘して引抜きにかかっていることが明らかとなった。

X税理士事務所としてはどのような対応をとることができるか。
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退職後の引き抜き行為への対応 在職中との違い

➢退職者の行為は雇用契約では抑止することができず、就業規則や誓

約書を根拠とする必要がある

➢退職後の競業避止義務や秘密保持義務の根拠となるようなものが存

在しない場合

◼「社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で元雇用者の顧客を奪取し

たとみられるような場合には、民法709条の不法行為に基づく損害賠償を請求

できる可能性がある」とした裁判例（最判H22.3.25）

• 在職中に入手した顧客リストを使用している場合、顧客に虚偽の事実を伝えて

税理士事務所を誹謗中傷している場合等
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退職後の引き抜き行為への対応 警告＋損害賠償請求

➢警告は最初から「警告書」を発して行う

◼退職者の転職先である事業者に対して警告書を発することは、当該事業者の業務命令

で退職者が引き抜きや秘密漏洩を行っていることが明確な場合以外は控えるべき（転

職者個人に対する名誉棄損＋転職先に対する信用棄損となる可能性がある）

➢損害賠償請求

◼文書で請求額を特定して賠償を求めることは可能

◼訴訟になった場合は、勧誘行為、損害額、因果関係の全てを立証する必要

• 仮に相手方が在職中であることからメール調査等により勧誘行為の立証が可能であっ

たとても、損害額の立証の点で苦戦することが予想される【8,9頁参照】

• よって、訴訟もあり得ることを交渉材料にして訴訟外で解決を図ることが基本戦略
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相手方が税理士法人の社員税理士である場合

➢対応方針は基本的に同様だが税理士法の規定に基づく主張が必要となる

➢税理士法人の社員であった税理士による在職中の引き抜き行為について、「退任する予
定であることやその理由を顧客に伝えたり、新たな事務所の案内をしたりすること、顧
問契約等を解約する段取りについて助言を求める顧客に対して指導することであれば、
違法不当な働きかけにはあたらない」とした裁判例（東京地判H26.5.28）
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社員の権利義務 内容 違反時の効果

業務執行権限
所属法人を代表して業務を執行する権限を有する
（税理士法48条の11第1項）

―

義務（一般）
所属法人に対する善管注意義務・忠実義務
（税理士法48条の21第1項、会社法593条1項・2項）

損害賠償責任
（会社法596条）

競業禁止

所属法人の業務範囲に属する「業務」を自己または第三者のため
に行うことの禁止（税理士法48条の14）
「業務」は税理士業務だけでなく定款で定められた財務関連業務
も含む（税理士法施行規則21条）

損害賠償責任、除名
（税理士法48条の17・21）
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ご清聴ありがとうございました
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お問い合わせはこちらまで

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル10階
虎ノ門第一法律事務所
弁護士 山口智寛
Mail t.yamaguchi@tora-1.com
TEL 03-6205-7235    FAX 03-6205-7374
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